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第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 当法人は、一般財団法人 災害支援財団と称する。 

 

（主たる事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

 

（目的） 

第３条 当法人は、災害時や非常時（以下、併せて「災害等」という。）における被害を防止（以下、「防災」という。）

または被害を減少させる（以下、「減災」という。）ために、平素から自助、共助の能力の向上を図り、災害等発生

時は支援活動を実施することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 

 

(1) 防災、減災に関する試験、個人情報管理及び規格の標準化 

 (2) 自助、共助の向上を図る活動 

 (3) 避難及び避難所に関する研究及び提言 

 (4) 自然、環境の保全と防災・減災対策の調和に関する研究及び提言 

 (5) 復旧・復興モデル都市づくりの研究及び提言 

 (6) 当法人の目的達成に沿った団体への資金的支援 

 (7) 災害等が発生した際に国内および外国における救難・復旧・復興までの支援活動 

 (8) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

2 前項の事業は、日本全国及び主として西太平洋、東南アジアにおいて行うものとする。 

 

（公告） 

第４条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 

第２章 財産および会計 

 

（設立者の氏名及び住所ならびに拠出する財産及びその価額） 

第５条 設立者の氏名および住所ならびに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産およびその価額は、次

のとおりである。 

 

住所              埼玉県比企郡滑川町大字都１４番地２３ 

設立者            岩城 誠 

拠出財産及びその価額  現金 ３００万円 

 

（事業年度） 

第６条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年 1 期とする。 

 

第３章 評議員および評議員会 

第１節 評議員 

 

（評議員） 

第７条 当法人に、評議員３名以上を置く。 

 

（選任及び解任） 

第８条 評議員の選任および解任は、評議員選定委員会において行う。 

２ 評議員選定委員会は、評議員の任期の満了時に開催するほか、評議員会の決議、理事会の決議および事務

局の要請を受けて評議員会または理事会がそれを承認した場合に開催する。 
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３ 評議員選定委員会は、評議員会において選定された評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基

づいて選任された外部委員２名の合計５名で構成する。 

４ 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会の決議において選任する。 

⑴ この法人または関連団体（主要な取引先および重要な利害関係を有する団体を含む。）の業務を執行する

者または使用人 

⑵ 過去に前号に規定する者となったことがある者 

⑶ 第１号、第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族または使用人（過去に使用人となった者も含む。） 

５ 評議員選定委員会に提案する評議員候補者は、評議員会、理事会および事務局がそれぞれ推薦することが

できる。 

６ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任

と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

⑴ 当該候補者の経歴 

⑵ 当該候補者を候補者とした理由 

⑶ 当該候補者とこの法人の役員等（理事、監事、会計監査人および評議員）との関係 

⑷ 当該候補者の兼職状況 

７ 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数の決議をもって行う。ただし外部委員の１

名以上が出席し、かつ外部委員の１名以上が賛成することを要する。 

 

（任期） 

第９条 評議員の任期は、選任後６年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結

の時までとする。 

２ 増員または、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その選任時にその他

の評議員が在任する場合にはその他の評議員の任期の満了すべき時までとし、その選任時にその他の評議員

が存在しない場合には退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。 

 

（報酬等） 

第１０条 評議員は、無報酬とする。ただし評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができ

る。 

 

第２節 評議員会 

 

（権限） 

第１１条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）に規定する事

項に限り決議する。 

 

（開催） 

第１２条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。 

 

（議長） 

第１３条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 

 

（決議） 

第１４条 評議員会の決議は、議長を含む議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過

半数の決議をもって行う。 

２ 一般法人法第１８９条第２項の決議は、議長を含む議決に加わることのできる評議員の３分の２以上に当たる

多数の決議をもって行う。 

３ 議長は、可否同数のときを除き、評議員会の決議に加わることができない。 

 

（議事録） 

第１５条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 
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第４章 役員および理事会 

第１節 役 員 

 

（役員） 

第１６条 当法人に、次の役員を置く。 

理事      ３名以上 

監事      １名 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

 

（選任等） 

第１７条 理事および監事は、評議員会において選任する。 

２ 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。 

 

（任期） 

第１８条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の

時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時ま

でとする。 

３ 増員または任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、その選任時にその他の理

事が在任する場合にはその他の理事の任期の満了すべき時までとし、その選任時にその他の理事が存在しない

場合には退任した理事の任期の満了すべき時までとする。 

４ 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了すべき時

までとする。 

 

（解任） 

第１９条 理事または監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。た

だし監事を解任する場合は、議長を含む議決に加わることのできる評議員の３分の２以上に当たる多数の決議に

基づいて行わなければならない。 

 

（１） 職務上の義務に違反し、または職務を懈怠したとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。 

 

（報酬等） 

第２０条 理事および監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議

員会の決議によって定める。 

 

第２節 理事会 

 

（権限） 

第２１条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

 

（１） 当法人の執行業務の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 代表理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２２条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。 

２ 理事会の招集通知は、会日の５日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 
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３ 理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。 

 

（議長） 

第２３条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

（決議） 

第２４条 理事会の決議は、議長を含む議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の決議を

もって行う。 

２ 議長は、可否同数のときを除き、理事会の決議に加わることができない。 

 

（議事録） 

第２５条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

 

第５章 事務局 

 

(設置等) 

第２６条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の所要の職員は、事務局長が理事会の承認を得て任命する。 

 

(権限) 

第２７条 事務局は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

 

（１） 理事会によって決定された当法人の業務の執行 

（２） 事務局職員の職務の執行の監督 

 

第６章 附則 

 

（施行日） 

第２８条 この規程は平成２９年６月 1 日から施行する。 

 

（法令の準拠） 

第２９条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

以上、一般財団法人 災害支援財団の設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。 

 

平成２９年５月１８日 

 

設立者 岩城 誠 


